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答 申 書 

 
平成１８年１０月２０日付けで貴職から受けた、「異議申立決定（認容）後未

処理案件（公園みどり課等）の発覚後にその処理へ向けて作成された次の文書

等①関係課への事務連絡等文書②上司への説明資料③担当職員のメモ④そのほ

か（ただし①についてはすでに提供された文書を除く）（以下「本件対象個人情

報」という。）」の不開示決定（以下「本件処分」という。）に対する異議申立て

に係る諮問について、次のとおり答申します。 
 なお、本件諮問は、同一人からの個人情報開示請求であって類似の事案であ

ることから、同実施機関から、平成１８年９月１５日付けで受けた、「都市局都

市計画部公園みどり課において保有する次の私の個人情報①市政情報課職員と

のやりとりのメモ②他の課の職員とのやりとりのメモ③そのほか（ただし、す

でに提出されたものをのぞく）」の不開示決定に対する異議申立てに係る諮問、

並びに、平成１８年１０月１６日付けで受けた、「高齢福祉課において保有する

次の私の個人情報①市政情報課とのやりとりのメモ②公園みどり課とのやりと

りのメモ③わたしとのやりとりのメモ。（私への FAXをのぞく。）④そのほか」
の不開示決定に対する異議申立てに係る諮問と併合して審議をしました。 
 
第１ 審査会の結論 
   本件対象個人情報は不存在と認められる。よって、不開示とした決定は

妥当である。 
 
第２ 異議申立人の主張の要旨 
 １ 異議申立ての趣旨 
  本件異議申立ての趣旨は、さいたま市個人情報保護条例（平成１３年さい

たま市条例第１８号。以下「条例」という。）第１３条第１項に基づく本件

対象個人情報の開示請求に対し、平成１８年８月３１日付け総総市第１４１

８号により、さいたま市長が行った本件処分について取り消し、本件対象個

人情報を全て開示することを求めるというものである。 



なお、異議申立人は本件処理につき謝罪を求めている。 
２ 異議申立ての理由 
  異議申立人が主張する異議申立ての主たる理由は、異議申立書によると、

おおむね以下のとおりである。 
  (1) 本件処分には、理由付記義務懈怠の瑕疵がある。 
  (2) 本件対象個人情報は異議申立認容決定後未処理事件（公園みどり課・

高齢福祉課関係）にかかる重要なものであり、市政情報課の権限と分掌

と責任から不存在は到底ありえずにわかに信じ難い。 

 
 
第３ 実施機関の主張の要旨 
  実施機関は、理由説明書及び口頭意見陳述において、次のように説明して

いる。 
１ 理由付記の義務とは、条例第１９条の解釈の中で、「単に条例上の根拠条

項を示すだけでは足りず、開示請求者が拒否の理由を明確に認識し得るも

のであることが必要」としている。本件処分においては、開示しない理由

を、「当該個人情報は実施機関では作成しておらず存在しない」としており、

不存在の理由を「作成していないため」と具体的に示しているため、開示

請求者が不開示の理由を明確に認識し得るものである。 
２ 情報公開制度・個人情報保護制度の実際の運用については、請求を受け

た各担当課が行うものである。市政情報課は、各担当課から個別の事案に

ついて相談を受けることがあるが、条例の解釈について記載された「情報

公開制度・個人情報保護制度の手引」や具体的な運用について記載された

「ハンドブック－情報公開・個人情報保護－」などにより、制度について

一般的な助言をする立場にとどまるものであり、実際の判断については、

各担当課において行うものである。本事案については口頭で指導を行い、

既に異議申立人に提供されているものを除き、異議申立人が主張するよう

な、関係課への連絡等文書、上司の説明資料、担当職員のメモ及びそのほ

かといった行政情報は存在せず、よって開示請求に係る個人情報も存在し

ない。 
 
第４ 審査会の判断の理由 
１ 本件異議申立ては、異議申立人が「異議申立認容決定後未処理事件」に

ついて本件対象個人情報の開示を求めたところ(以下「本件開示請求」とい

う。)、実施機関が当該情報は作成しておらず不存在であるという理由で不

開示と決定したため、これを不服として本件処分の取消し等を求めるもの



である。 

なお、異議申立人がいう「異議申立認容決定後未処理事件」とは、当審

査会で平成１４年３月から平成１５年３月にかけて審議した「市総合振興

計画『市民懇話会』の会員が同計画素案へ向けた提案を協議するのに資す

ると判断される資料」の非公開決定に対する異議申立てに関するものであ

り、実施機関においては、高齢福祉課、広報広聴課(平成１５年４月から広

報課)及びみどり課（平成１４年４月から公園みどり課)の３課が分掌した。

実施機関は、平成１５年５月１３日付けの当審査会の「非公開とした決定

は失当であるから、これを取り消すべきである。」との答申を受け、異議申

立てに対してそれぞれ認容決定をしたが、高齢福祉課及び公園みどり課の

２課にかかるものについては、異議申立人に対してその後の公開の実施が

なされていなかった案件のことである(以下「未処理事件」という。)。 

２ 実施機関の口頭意見陳述等によると、以下の事情が認められる。 

(1) 平成１７年１２月、異議申立人から総務部市政情報課に対して、未処

理事件について公開の実施がなされていないことが指摘された。 

(2) 上記(1)の指摘を受けて、市政情報課の担当職員は、状況の調査を行な

い、上司に口頭で報告するとともに、高齢福祉課及び公園みどり課の担

当職員に早急に未処理事件について公開の手続きをすすめるよう口頭で

指導した。 

(3) 総務部長は、最終的に平成１８年３月付文書「不服申立て案件にかか

る事後処理について(依頼)」を福祉部長及び都市計画部長宛て発信し、

速やかに未処理事件について公開を実施するよう依頼した（同文書は、

公園みどり課から異議申立人に対して情報提供されている。）。 

(4) 平成１８年８月１７日付けで、異議申立人から「すでに提供された文

書を除く」として本件開示請求が提出され、同年８月３１日付けで、実

施機関が本件対象個人情報は作成していないとして本件処分をしたとこ

ろ、同年９月５日付けで、異議申立人から本件異議申立てがなされた。 

(5) 平成１８年１２月、高齢福祉課及び公園みどり課は、未処理事件につ

いて一部公開決定をした。 

３ 以上の経過によれば、市政情報課では、高齢福祉課及び公園みどり課に

対し情報公開の制度について条例の解釈等に基づき助言、指導をしたこと

が認められるが、これらは、既に異議申立人に提供されている文書を除い

ては、もっぱら口頭で行なわれたということである。未処理事件について

具体的に公開対象情報を判断するのは各担当課であって、市政情報課の助

言、指導は一般的なものであったことを考えれば、本件対象個人情報は他

に存在しないというのも不自然不合理ではないし、他に本件対象個人情報



が存在することをうかがわせるような具体的な事情はない。本件対象個人

情報は存在しないと認めるのが相当である。 

４ 異議申立人は、本件には理由付記義務懈怠の瑕疵があると主張する。 

およそ文書等が不存在である理由としては、①文書等取得せず、②文書

等不作成③保存年限切れ廃棄済み、④誤り廃棄、⑤所在不明ないし紛失、

といったところが考えられるが、本件において実施機関は不存在の理由を、

本件対象個人情報を「作成しておらず」存在しない、と明確に述べている

から、本件処分に理由付記義務の懈怠はないというべきである。 

５ なお、異議申立人は、本件の異議申立ての趣旨として、実施機関に謝罪

を求めているが、個人情報の不開示決定等に対する異議申立ては行政不服

審査法の規定による不服申立てであり(条例第３０条)、当該不開示決定等

についてその違法又は不当を審査させ、その是正排除を請求する手続きで

ある。したがって、謝罪を求めるという異議申立ては申立て自体失当であ

るから当審査会は審査しない。 

６ 以上のとおり、本件異議申立ては理由がないので、当審査会は、前記第 1

の結論のとおり答申するものである。 

 
 
第５ 調査審議の経過 
  当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 
① 平成１８年１０月２０日 諮問の受理 
② 同 年 １１月１７日 実施機関から理由説明書を受理 
③ 同 年 １２月２１日 審議 
④ 平成１９年 １月１７日 実施機関からの意見聴取及び審議 
⑤ 同 年  ２月１５日 審議 
⑥ 同 年  ３月２３日 審議 
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